
 1 / 5 

 

 

入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 

 

令和８年３月26日 

                    地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

理事長 住友 正幸 

１ 入札に付する事項 

⑴ 入札（業務）件名 

  総合待合ホール特定天井改修工事 

⑵ 業務内容  

Ⅰ 本件に関する設計業者は【株式会社山田綜合設計】であり、工法や工事内容等について同社か

ら指示や協議依頼等があった場合は厚意をもって誠実に従うこと。 

Ⅱ 別紙図面 （注1）（総合待合足場詳細図⑴⑵⑶、スプリンクラー・消火栓（改修前・改修後）、

非常照明・誘導灯（改修前・改修後）、自動火災報知設備（改修前・改修後）、非常放送設備（改修

前・改修後）及び特定天井詳細図⑴⑵並びに内訳書を参考に改修工事を行うこと。ただし、上記各

資料は目安であり、次項以降に記載する業務内容を優先するものとする。 

Ⅲ 本件契約締結後、発注者が定める日から原則として１週間毎に定例会を開催すること。定例会

は発注者、受注者及び各サブコントラクターの責任者が出席するものとし、各開催後は受注者が議

事録を作成し遅滞なく各出席者に内容の確認を得た後、発注者へ提出すること。なお、上記以外に

分科会の開催要望があれば適宜対応するものとする。 

  Ⅳ 改修後における天井の壁取合い部クリアランスは15ミリメートル以下にすること。 

  Ⅴ 総合待合ホール全域に安全対策として、１階床上2.8メートル以上の高さに仮天井を設置する

ものとし、仮天井より高い位置に仮設作業用床を設置して業務を行うこと。なお、来院者及び職員

等が滞在する場所に塵埃等が漏出しないように養生等を十分に行うこと。 

  Ⅵ 仮設足場や仮天井に伴う柱及び壁等について、来院者等が窮屈及び圧迫感を極力感じない配置

並びに模様にすること。なお、正面玄関周辺、地域医療連携室周辺、総合受付前は人が容易に通行

できる空間を設けること。 

  Ⅶ 仮天井には仮設照明を設けるものとする。なお、照度は既存床面と同程度とし、来院者及び職

員等がグレアや眩しさを感じないようにすること。 

  Ⅷ 仮天井には仮設消防設備を設けるものとし、管轄となる鳴門市消防署に許可を得ること。 

  Ⅸ 仮天井又は何らかによって仮設空調設備を設けるものとし、来院者及び職員等が暑さや寒さを

極力感じない空間にすること。なお、既存空調設備を延長等させても良いものとし、業務後は復旧

すること。 

  Ⅹ 仮設足場や仮天井に伴う柱及び壁等の設置後、来院者の待機場所から総合受付の各窓口が見え

づらくなる場合は、案内表示を充実に設けること。 

  Ⅺ 再来受付機及び番号案内表示機を一時的に移設し来院者から見えづらい位置になった場合、案

内表示を充実に設けること。 



 2 / 5 

 

  Ⅻ ＡＥＤを一時的に移設した場合、既存場所から移動したことを含めて案内表示を充実に設ける

こと。 

XⅢ 仮設足場や仮天井に伴う柱及び壁等の設置後、インフォメーションが隠れる又は来院者等に

見えづらくなる場合、既存と同等の設備及び構造を別の場所に設置し、既存場所から移動したこと

を含めて案内表示を充実に設けること。なお、業務後は復旧すること。 

  XⅣ 仮設足場や仮天井に伴う柱及び壁等の設置後、院外処方箋ＦＡＸ窓口が隠れる又は来院者等

に見えづらくなる場合、既存と同等の設備及び構造を別の場所に設置し、既存場所から移動したこ

とを含めて案内表示を充実に設けること。なお、業務後は復旧すること。 

  XⅤ 総合待合ホールに面している２階廊下の防火シャッターを閉鎖し、塵埃等が作業場所外部へ

漏出しないようにすること。なお、必要に応じて養生等を追加すること。 

XⅥ 既設物品等の一時撤去及び復旧を要する場合は、受注者が主体となって移動等の作業を行う

こと。 

XⅦ 清掃について、作業後及び作業中においても汚れや塵埃等が生じれば行うものとする。なお、

発注者から指摘された場所があれば、直ちに清掃すること。 

XⅧ 工事の数日前から工事期間中において、来院者及び職員等に向けた工事案内の看板又は掲示

板等を院内外に設置すること。なお、発注者から設置場所の指示があれば従うこと。 

XⅨ 本件に必要なその他の物品や作業等が必要な場合は、事前調査の上あらかじめ入札費用に含

めておくものとする。 

 注１）資料は本件公告資料受取り時に配布する。 

⑶ 契約期間 

令和９年３月31日までとする。 

⑷ 履行場所 

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 

地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

⑸ 入札方法 

  一般競争入札 

 

２ 入札及び開札執行の日時と場所 

⑴ 日時 

令和８年４月16日（木曜日）午前10時00分 

⑵ 場所 

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 

地方独立行政法人徳島県鳴門病院３階会議室 

 

３ 落札者の決定方法 

 地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規程実施規程（以下「実施規程」という。）に基づいて

作成した予定価格の制限の範囲内であり、仕様書等で指定する品質、機能等の基準を全て満たし

ている提案をした入札者のうち、最低の価格を提示した者を落札者とする。ただし、落札者とな

るべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ
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れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれ

があり、著しく不適当であると認められるときは、その者を除き当該契約に係る入札を再入札と

することがある。 

 

４ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 

  免除 

⑵ 契約保証金 

   実施規程第36条第１項に規定するとおりとする。ただし、実施規程第39条第１項に規定する

いずれかに該当する者は、契約保証金の全部又は一部を免除とする。 

 

５ 入札に参加する者に必要な資格 

⑴ 実施規程第７条第１項に規定する徳島県の入札参加資格者名簿に登載されている者、又は同

条第２項の規定によって新たに資格審査を受けて参加が認められた者であること。 

⑵ 実施規程第８条の規定に該当しない者であること。 

⑶ 入札しようとする調達機器等の仕様及び工事業務等に必要な資格等を証明する書類(詳細は

仕様書等による。)を５の⑸に示すとおりに提出ができる者であること。 

⑷ 本件入札に参加しようとする者は、５の⑴及び⑶に該当する資格を証明する書類を提出し審

査の結果「適合」と認められた者であること。 

⑸ ５の⑷に関する確認資料の受領期限、提出場所及び方法 

Ⅰ 受領期限 

令和８年４月９日（木曜日）午後４時必着 

   Ⅱ 提出先 

     ９の⑷のⅠに示す場所 

   Ⅲ 提出方法 

持参又は郵送（郵送による場合は書留郵便とし、受領期限までに必着のこと。） 

 

６ 入札の無効 

⑴ 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

Ⅰ 入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

Ⅱ 入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 

Ⅲ 入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。 

Ⅳ 入札に関し談合等の不正行為があったとき。 

Ⅴ 入札書に記名押印がないとき。 

Ⅵ 入札書の記載事項の確認ができないとき。 

Ⅶ 入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。 

Ⅷ その他契約責任者があらかじめ指定した事項に違反したとき。 

 

７ 入札又は開札の中止による損害に関する事項 
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 いかなる場合においても、入札参加者もしくはその他代理人が本件に関して要した費用につい

ては、すべて当該入札参加者もしくはその代理人又は落札者となった者が負担する。 

８ 落札の無効 

⑴ 落札者は、落札決定の通知を受けた後、法人が定めた期間内に契約を締結しなければならな

い。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札は効力を失うものとする。 

 ⑵ 落札者となった者が、契約締結日までに徳島県建設工事等に係る指名停止等措置要網に基づ

く指名停止等の措置を受けた場合、その者とは契約を締結しない。 

 

９ その他の事項 

⑴ 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を契約希望金額（消費税法及び地方税法に

則った消費税等は含まない。）として落札する。ただし、入札執行者は、契約金額の支払いの

際上記契約希望金額に消費税等を加算した金額をもって支払う旨を、契約書に明記する。 

⑵ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑶ 契約書の作成の要否 

   要 

⑷ 仕様書及び入札説明書の交付 

Ⅰ 交付場所 

郵便番号：772－8503 

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院施設整備企画課 

ＴＥＬ：088－683－0011（内線番号 1385） 

ＦＡＸ：088－683－1860 

Ｅ－ｍａｉｌ：shisetsu@naruto-hsp.jp 

 

Ⅱ 交付期間 

令和８年３月26日（木曜日）から令和８年４月９日（木曜日）の土日及び国民の祝日を除

く午前９時から午後４時まで。 

 

⑸ 入札に係る質疑 

Ⅰ 質疑の問い合わせ先 

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院施設整備企画課 

ＴＥＬ：088－683－0011（内線番号 1385） 

ＦＡＸ：088－683－1860 

Ｅ－ｍａｉｌ：shisetsu@naruto-hsp.jp 

様式は法人の準備したもの。 

Ⅱ 受付期間 
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令和８年３月26日（木曜日）から令和８年４月９日（木曜日）の土日及び国民の祝日を除

く午前９時から午後４時まで。 

 

 

【本件担当、連絡先】 

住 所：〒772－8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 

担 当：地方独立行政法人徳島県鳴門病院事務局施設整備企画課 

   （入札担当：中野、大谷） 

Ｔ Ｅ Ｌ：088－683－0011（内線番号 1385） 

Ｆ Ａ Ｘ：088－683－1860 

Ｅ－ｍａｉｌ：shisetsu@naruto-hsp.jp 

以上 

 

 


